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【議事要旨】 

 

１ 開会 

 

〇事務局長 

定刻が参りましたので、ただいまから、令和５年度第３回西条市地域公共交通活性

化協議会を開会いたします。私は、本日議事に入りますまで司会を務めさせていただ

く、協議会事務局長です。それでは、開会にあたりまして、協議会会長がご挨拶申し

上げます。 

 

２ 会長あいさつ 

 

○会長 

皆様、おはようございます。本日はお忙しいところ、お集まりいただきまして誠に

ありがとうございます。令和５年３月２８日に開催した協議会におきまして西部地域

のバス路線等々の見直しを行うために分科会を設置し、検討を重ねてまいりました。

本日は、分科会から、西部地域をいかに持続可能な形で公共交通の体系をどのように

していくかという報告を受け、皆様とそれについて協議していきたいと思います。ま

ずは、西部地域交通体系の再編案ということで、分科会で検討された内容について報

告を受けていただき、皆様に忌憚ない意見をいただきたいと思います。本日はよろし

くお願いします。 

 

○事務局長 

それでは、本日の出席状況につきましてご報告させていただきます。本日は委員２

３名のうち２１名の方にご出席いただいております。協議会規約第７条第２項に基づ

き、委員の過半数の方にご出席いただいておりますので、この会は成立しております

ことをご報告いたします。また、本日の会議の内容につきましては、公表することと

いたしておりますので、あらかじめご承知おきいただきますようよろしくお願いしま

す。それでは、議事に入ります前に、事前に送付しております本日の配布資料につい

てご確認ください。お手元に、本会「次第」、「西条市西部地域交通体系再編の検討に

ついて《報告》」の２点をお配りさせていただいております。お持ちでなければ挙手に

て申し出ていただければと思います。 

 

それでは、これより議事に入ります。本会規約第７条に基づきまして、会長が議長

となり議事を進行することとなっておりますので、会長よろしくお願いします。 

 

３ 協議事項 

西部地域交通体系再編案について 



 

〇会長 

それでは、規約に従いまして、会を進行させていただきます。まず、協議事項の西

部地域交通体系再編案について、事務局から説明をお願いします。 

 

○事務局  

（別添 西条市西部地域交通体系再編の検討について《報告》より抜粋したパワーポ

イントにより説明） 

 

本日はよろしくお願いします。それでは、私の方からは、西部地域交通体系再編検

討分科会において検討整理をいたしました西部地域交通体系の再編案について、ご報

告をさせていただきます。まず、令和５年３月に開催いたしました本活性化協議会か

ら、西部地域交通体系再編検討分科会に対して、検討を付託されました経緯と内容に

ついて、ご説明をいたします。 

 

令和５年２月１日に開催いたしました本活性化協議会におきまして、本市西部地域

において、せとうち周桑バス株式会社が運行しておりますバス路線について、長年、

利用の少ないバス路線については、令和７年度末までに５路線中４路線の廃止と 1路

線の再編の方針を定めました。そして、令和５年３月２８日の本活性化協議会におき

ましては、路線廃止後の西部地域の交通体系を検討するために、バス、タクシー、JR

といった交通事業者・国県市で構成する西部地域交通体系再編検討分科会を設置し、

専門的かつ迅速に、西部地域に適した交通体系の検討を行った上で、本活性化協議会

に報告を行うことを決定いたしております。分科会におきましては、令和５年４月以

降、市民アンケート等各種アンケート調査を行いまして、分科会での検討を経て、９

月２０日に開催した第３回西部地域交通体系再編検討分科会において、西部地域の交

通体系について整理ができましたので、このたび協議会への報告を行うものでありま

す。 

 

（資料 P7） 

 それでは個別の交通モードについての検討ですが、まず、路線バスの再編方針につ

いてです。路線バスの利用者ターゲットは、市内外の全世代とします。全世代を対象

とした市民アンケート調査の結果から、通院頻度は月１回または年数回、買物頻度は

週１～２回が多く、設定する便数については、需要に応じたサービス水準とします。 

 

（資料 P7）  

下の表（表 4）ですが、各地域からの通院先、買物先についてですが、それぞれ東

予地域や西条地域が多く、各地域から東予地域や西条地域へ移動できるようにルート

を設定する必要があります。次に整備のポイントについてですが、先ほどの再編の考



え方とも重複しますが、まず、まちづくりの観点から西条市立地適正化計画における

居住誘導区域間を接続させます。そして、人口密度が高い居住地やバス乗降実績が多

いポイントをつなぐルートとします。西部地域において同一の生活圏である旧１市２

町を結ぶ地域間ネットワークとして構築します。各種アンケート調査結果で病院やス

ーパーなどの移動先として、多く挙がっているポイントに接続いたします。広域バス

路線・特急バス・JRとの接続を考慮いたします。 

 

（P3 図 2、P5図 3） 

以上を踏まえまして、分科会で協議を行いました結果、西部地域におけるバス路線

の再編の方向性といたしまして、左図（図 2）が現状の路線図、右図（図 3）は再編後

の図となっておりますが、保井野線については、本年９月３０日をもってすでに路線

廃止となっております。同時期に、瀬戸内運輸株式会社が運行する今治小松線、今治

方面から JR壬生川駅、小松サービスセンターへの路線についても、本年９月３０日に

路線廃止となっております。壬生川線につきましては、幹線として位置付けており、

維持し、減便といたします。湯谷口線と関屋線については、路線再編方針どおり廃止

し、新たに一部を、西部循環線に再編いたします。そして三芳線ですが、現状の三芳

線は、三芳地区から壬生川駅周辺へ大回りするルートとなっており、乗車時間が非常

に長く、利用が少ないことから路線廃止予定とし、新たに新三芳線（仮称）に再編い

たします。 

 

（資料 P13)（三芳線） 

詳細ですが、再編後は、主に西条市立地適正化計画の「三芳・国安居住誘導区域」

に居住する方の買物・通院利便性向上を図るために、三芳地区・国安地区と壬生川駅

周辺市街地間の路線距離を短縮化し、３０分以内に起点終点間を運行できるように

し、またアンケート調査で、通院や買い物の移動先として多くの回答があった施設に

接続し、利用が見込めるルートとして設定をしております。フジ東予店と周桑病院の

ところで周回しているようになっているのは、利便性や安全性を考慮し、フジ東予店

側、周桑病院側に停車することとしているための周回となっております。次に便数に

ついてですが、現行の三芳線は、１日３往復で運行していることから、再編後も、同

様に１日３往復で設定いたします。 

 

（資料 P14) 

運行時間帯についてですが、新三芳線の利用者は、主に高齢者の通院や買物の利用

目的が想定されますので、高齢者アンケート調査から、外出時間帯は、概ね午前９時

～午後３時となっており、この時間帯へのダイヤ設定が妥当と思われます。 

 

（資料 P16)（壬生川線） 

次に壬生川線についてですが、現状の路線のバス停での乗降の状況から、湯谷口か



ら周桑病院の間は、偏りなく利用がみられます。また湯谷口バス停においては、国道

を走っている特急松山～新居浜線への接続が見られ、 JR壬生川駅と湯谷口間は 30分

程度での運行となっております。そして今後、丹原地域からの通学需要を見据え、JR

壬生川駅と接続を図る必要があることから、現壬生川線については維持することとい

たします。 

 

（資料 P18) 

この壬生川線の課題としましては、令和４年度実績として、壬生川線は１８便（上

り１０便、下り８便）運行しておりますが、１便当たりの利用者数は１．３人と非常

に低い状態となっております。このことから便数については、削減とし、移動需要を

束ね、１便あたりの乗車人数の増加を目指すこととします。 

 

（資料 P19) 

便数の目安としては、通勤や通学利用を見据えるとともに、湯谷口での特急バスと

の乗り換えや JR壬生川駅での予讃線との接続、高齢者の外出時間帯も考慮し、１日１

２便での設定が適当であると考えております。 

 

（資料 P27)（西部循環線） 

次に西部循環線（仮称）についてですが、この路線は、東予・丹原・小松地域、つ

まり立地適正化計画の「壬生川・丹原居住誘導区域」と「小松・氷見居住誘導区域」

を結び、各種アンケート調査結果で目的地として多く挙げられている医療機関や商業

施設付近を通るようルートの設定をしております。右回り左回り１周１時間以内とす

ることで、目的地までは最大３０分以内で到着するようなコースとしております。そ

して、特に小松サービスセンターのバス停で、西条地域や他市とつながる広域バス路

線や特急バスと接続できるように設定しております。また、ルートを検討するうえ

で、小松地域にはスーパーがなく、アンケート結果からも買い物先としてマルナカ氷

見店の回答が多く見られましたので、マルナカ氷見店への接続についても検討を行い

ました。しかし、循環線は１周１時間を目安としており、マルナカ氷見店まで向かう

と時間がどうしてもかかってしまうということと、後ほど説明いたしますが、今後、

新たに導入する小松地域デマンド型乗合タクシーで、区域外の乗降ポイントとして設

定する予定となっていること、そして、この西部循環線を利用すれば、マルナカ東予

店や木村チェーン、その他スーパーにも接続可能となっていること、バスの運行上、

小松サービスセンターからマルナカ氷見店に向かうとき、またマルナカ氷見店から折

り返す場合、国道へ出るときに右折をしなければならず、危険が伴うこと、時間を要

するといった問題があることなど、これらのことを勘案し、検討した結果、今回の西

部循環線のルートから除外しております。 

 

（資料 P26) 



便数につきましては、高齢者の外出時間帯を参考に、８時台～１７時台の間に、１

周１時間とし、右回り左回りが重複しないダイヤとするとして、右回り５便、左回り

５便の運行を設定したいと考えております。 

 

以上がバス路線の再編についてとなります。 

 

（資料 P28) 

次にデマンド型乗合タクシーの導入についてですが、バス路線廃止後の一部代替交

通として、また既存の交通空白地域の解消のため、それぞれの地域に導入することと

します。主なターゲットとしては、移動手段のない高齢者ということになろうかと思

います。各種、アンケート調査からですが、市民アンケート調査結果からは、日常の

移動に対し、困りごとがあると回答した人の、その困りごとの内容として、「長い距離

を歩くのが大変」という身体的な理由や、「公共交通機関までの距離が遠い」といった

声が多くありました。 

 

（資料 P28) 

高齢者アンケート調査結果からは、自身で車やバイクを運転できない方が、全体の

３割程度、うち７５歳以上では約半数が運転できないと回答しております。また、移

動手段のない高齢者の外出頻度は、週１～２回が４０％で、月１～３回が３０％であ

りました。 

 

（資料 P3図 2 、P5図 3） 

次に運行区域についてですが、１回の運行距離を抑え、効率的な運行としていく必

要があること、また路線バスと組み合わせて、補完し合うように体系化していくとい

ったことから、東予・丹原・小松それぞれ地域内での運行とし、他の地域へは、原

則、西部循環線等バス路線を利用して移動することといたします。なお、東予地域の

黒谷地区や丹原地域の桜樹地区のようなそれぞれの中心部から離れた地区について

は、平野部とは異なった、運行を行うこととします。平野部につきましては、現在、

西条地域で稼働しております西条地域デマンド型乗合タクシーを、黒谷地区・桜樹地

区につきましては、西条地域の加茂地区デマンド型乗合タクシーに準じた運行サービ

スとしたいと考えております。ただし、先ほど運行区域は、東予・丹原・小松地域そ

れぞれの区域内ということに制限をしましたが、東予地域にある西部支所と周桑病院

につきましては、区域外の乗降ポイントとして設け、丹原地域、小松地域からも接続

できるよう設定したいと考えております。西部支所につきましては、令和４年８月か

ら丹原と小松総合支所がサービスセンター化されまして、市民への行政サービスが縮

小されてしまっていることや、周桑病院については、公立病院で診療科目も複数あ

り、西部地域の拠点病院として位置づけられていることから、区域外に乗降ポイント

として設定するものであります。ほかに分科会で、特急電車が停車するＪＲ壬生川駅



について区域外の設定についてのご意見もございましたが、今回のデマンド型乗合タ

クシーの主な利用者が通院や買物を目的とする高齢者を想定しており、他地域への移

動は、原則、西部循環線等バス路線での移動としていることから、JR壬生川駅は、除

外しております。そして、先のバス路線の運行ルートの設定時にも触れましたが、小

松地域にスーパーがないことから、例外的に区域外の西条地域にあるマルナカ氷見店

を乗降ポイントに設定したいと考えております。あと今後、各地域に導入するデマン

ド型乗合タクシーの愛称を、これまで導入してきた地域同様、「よりそいタクシー」と

したいと思います。 

 

（資料 P33)（東予、黒谷 よりそいタクシー） 

それでは、以上を踏まえて、各地域のデマンド型乗合タクシーの設定についてです

が、東予地域のデマンド型乗合タクシーにつきましては、黒谷地区と黒谷地区を除く

地域を東予地域として分けての整理となります。運行区域は、東予地域はその地域

内、黒谷地区は黒谷地区と東予地域とします。運行方法は、自由経路ドアツードア型

とし、利用対象者は、東予地域は、黒谷地区以外の居住者、黒谷地区は黒谷地区居住

者とします。運行日数、曜日、便数、時刻は、各種アンケート調査やタクシー事業者

協議、地元要望等から、東予地域が週２日、月曜日と木曜日、１日４便、時刻は９

時、１１時、１３時、１５時発とします。黒谷地区は、週１日、火曜日運行、１日２

便、９時、１５時発とします。 

 

以下、東予地域、黒谷地区ともに予約期限は、午前中の便は前日の１６時、午後の

便は当日の１０時までの予約とし、乗車日の１週間前からの予約受付とします。運賃

は、大人１乗車５００円、小学生以下１乗車２５０円とし、運行事業者は、東予地域

に事業所がある、常盤タクシー株式会社と有限会社東豫タクシーを想定しており、両

社とも本事業への協力の旨の回答はいただいております。 

 

（資料 P37)（丹原、桜樹 よりそいタクシー） 

次に丹原地域デマンド型乗合タクシーについてですが、桜樹地区と桜樹地区を除く

地域を丹原地域として分けて整理します。運行区域内は、丹原地域はその地域内、桜

樹地区は桜樹地区と丹原地域とし、区域外には西部支所と周桑病院の乗降ポイントを

設けます。運行方法は、自由経路ドアツードア型とし、利用対象者は、丹原地域は、

桜樹地区以外の居住者、桜樹地区は桜樹地区居住者とします。運行日数、曜日、便

数、時刻は、各種アンケート調査や西条地域よりそいタクシー等の運行内容から、丹

原地域が週２日、曜日は未定、１日４便、運行時刻は９時、１１時、１３時、１５時

発とします。桜樹地区は、週１日、曜日は未定、１日２便、時間は未定とします。未

定の部分は今後の検討とさせていただきます。 

 

以下、丹原地域、桜樹地区ともに予約期限は、午前中の便は前日の１６時、午後の



便は当日の１０時までの予約とし、乗車日の１週間前からの予約受付とします。運賃

は、大人１乗車５００円、小学生以下１乗車２５０円とし、運行事業者は、丹原地域

に事業所がある、有限会社周桑丹原タクシーを想定しており、本事業へは協力の旨の

回答はいただいております。 

 

（資料 P41)（小松 よりそいタクシー） 

次に小松地域デマンド型乗合タクシーについてですが、運行区域は、小松地域内

（石鎚地区除く）とし、区域外にはマルナカ氷見店、西部支所、周桑病院の乗降ポイ

ントを設けます。運行方法は、自由経路ドアツードア型とし、利用対象者は、石鎚地

区を除く小松地域居住者とします。なお、石鎚地区については、平野部からかなりの

距離があり、運行効率を考えると平野部とあわせて運行することは困難であると考え

られ、現在、協議会で実施している助成制度で、振興山村の指定地域で、路線バスの

バス停、路線から４００ｍ以上離れているところに居住する世帯に年間１２，０００

円助成できる山間部交通不便地域移動助成制度がございますので、引き続きこちらの

助成制度で対応したいと考えております。運行日数、曜日、便数、時刻は、各種アン

ケート調査や西条地域よりそいタクシーの運行内容等から、週２日、曜日は未定、１

日４便、９時、１１時、１３時、１５時発とし、未定の部分は今後の検討といたしま

す。予約期限は、午前中の便は前日の１６時、午後の便は当日の１０時までの予約と

し、乗車日の１週間前からの予約受付とします。運賃は、大人１乗車５００円、小学

生以下１乗車２５０円とし、運行事業者は、小松地域に事業所がある、有限会社小松

タクシーを想定しており、本事業への協力の旨の回答はいただいております。 

 

（P3図 2 、P5図 3） 

以上が、バス路線再編やデマンド型乗合タクシーの導入による西部地域交通体系再

編案ではありますが、最終的には、図２から、図３のような絵の交通体系となる予定

としております。 

（資料 P6) 

次にこの西部地域交通体系再編のスケジュールについてですが、既にバス路線廃止

時期等の方針は、おおむね決定しておりますので、その路線廃止時期に合わせた形で

の、バス路線の再編や、デマンド型乗合タクシーの導入となります。上から、バス路

線の保井野線につきましては、すでに令和５年９月末に路線廃止となっております。

次にその下の三芳線につきましては、令和６年９月末が路線廃止予定となっておりま

すので、この廃止にあわせまして、令和６年１０月からバス路線の新三芳線（仮称）

に再編し、運行開始、同タイミングでデマンドタクシーの東予地域・黒谷地区を導入

いたします。次に令和７年９月末に、壬生川線の減便、湯谷口線の路線廃止、それに

あわせる形で、令和７年１０月からバス路線の西部循環線の運行開始、丹原地域、桜

樹地区デマンド、小松地域デマンドタクシーの導入を行います。最後にバス路線の関

屋線を令和８年３月３１日に路線廃止とし、西部地域の交通体系再編の完了といたし



ます。いずれにしましても、バス路線廃止に伴って、交通空白期間が生じないよう

に、バス路線の再編やデマンド型乗合タクシーの導入を行っていく予定といたしてお

ります。 

  

（P3図 2 、P5図 3） 

令和７年度末には、右図のような再編後の最終的な形となるように再編を進めてい

く予定としております。 

 

次に、直近の再編となる令和６年１０月のバス路線の新三芳線（仮称）の再編、東

予地域・黒谷地区デマンドの導入に向けての、協議会等関係者のスケジュール、予定

となります。まず、本協議会ですが、本日、協議の上、ご承認をいただけたとして、

西条市の１２月の議会におきましては、市議会へ本再編案についての説明を行う予定

としております。次に、本協議会書面で１月に、東予地域・黒谷地区のデマンド型乗

合タクシーの運行内容について、協議承認を得たのち、１月から３月で事業の住民周

知用チラシ作成等準備をしまして、４月からバス路線再編や東予地域デマンドタクシ

ーの周知・登録案内等を行い、１０月から、東予地域黒谷地区のデマンドタクシーと

バス路線新三芳線（仮称）の運行を開始します。バス事業者とタクシー事業者は、運

行開始に向けた各種許可等申請関係手続を実施していただくようになります。 

 

以上が、本年度４月以降、西部地域交通体系再編検討分科会で、検討を行った西部

地域に適した交通体系再編案となっております。ご協議よろしくお願いいたします。 

 

〇会長 

ありがとうございました。分科会で活発な議論が行われたということは聞き及んで

おります。バス路線の廃止に伴うデマンドタクシーの導入、バス路線をいかにアンケ

ート調査に基づいてどのようなところを回ればいいかというところも議論した上での

再編案となっております。これについて質問・意見はございませんでしょうか。 

 

○委員 

周桑商工会です。この西部地域というのは私ども周桑商工会の管轄区域なので非常

に関心を持って聞かせていただきました。ありがとうございました。経済団体としま

して、費用対効果から、三芳線におきましては、路線の廃止というのは致し方ないの

かなと思っております。とはいえ、移動難民の解消のためにも、今回のデマンドタク

シー等非常に練られた案を作っていただいているので、地域の方にご活用いただけた

らなと思っております。ちなみに、今回の見直しによります経費の削減効果はどの程

度になるのか、ご教示いただければと思います。 

 

○事務局 



費用の観点につきまして、協議会においても問題意識を持っておりまして、西条市

地域公共交通網形成計画を令和２年に作成した時、現在の西条市地域公共交通計画で

すが、公共交通関連費用については、平成３０年度の公共交通関連費用を上限とし、

これを抑制していくという目標を定めております。その交通計画の計画期間（令和２

年度～令和７年９月末）に大方、今回の再編が終わりますので、バス路線の削減に合

わせて、その費用をデマンドタクシーに充て導入を進めえることによって、その目標

額までに経費を抑えられる見込みとなっております。 

 

○会長 

平成３０年度の約１億３千万円から新型コロナ感染症の関係で費用が上がっていま

す。これがこの再編、バス路線の廃止とデマンドタクシーを入れることによって、令

和９年度でその目標を達成するだろうという予測をしております。デマンドタクシー

の運行と路線バスが同時に動く時期がございますので、再編後、費用は若干上がる時

期がありますが、その再編に基づいてこの平成３０年度の目標に向かっていこうとい

うものです。 

 

他にご意見ありますでしょうか。 

 

○委員 

 西条市医師会でございます。いわゆるバス会社への補助金の総額についての資料が

今回ついていなかったので、その点はご指摘しようかなと思っておりました。もう一

点、気になるところは、廃線であったり減便であったりする話は当然やっていただか

ないといけないと思いますが、資料の２ページによりますと、例えば通勤通学におけ

る利用者は確保しなければならないということで、平日に関しては今の便で良いと思

われますが、土曜日曜というのは明らかに半数ですよね（平均利用者数）。これはもう

ほぼ乗っていないというような状況になっているように思われますので、こういうダ

イヤの部分についての減便というのも具体的に平日だけでなく、平日と土日が同じよ

うな形での減便というのではなくて、土日に関してはもっと減便しても良いのではな

いか、というように思われます。明らかに今の人口からしますと、若い世代にこの負

債 1億は大きく思います。このデータ（補助金の内訳資料）も５年くらいさかのぼっ

たものを私は欲しかったです。また、私の立場として医療に関しては、受診者でバス

の利用者というのはほとんどいらっしゃらないと思います。立場毎での発言をさせて

いただくのであれば、医療に関してはバスという公共交通機関の利用者というのは非

常に少ないというような現状でございます。今まで私も提案をさせていただいて、今

私も運営しております西条市の休日夜間急患センターのバスの停留場を設けたらどう

かというようなお話も一度提案をさせていただいたことがあったんですけれど、それ

もどうなっているのか分かりませんが、そういうような公共の交通を確保しようとす

るのであれば、バス停を一つ増やしたぐらいで何も迷惑はかからないのではないかと



思われますので、そういうご提案もさせていただいたら、というように思いました。

以上でございます。 

 

○事務局 

平日と土日祝のダイヤについては、今後バス会社とも協議していきたいと思いま

す。また、補助金等公共交通関連費用の資料につきましては、また委員の方にお示し

するようにいたします。 

 

○会長 

いただいたご意見については、今後の検討課題ということで整理していきたいと思

っております。 

 

他、ご意見ございませんでしょうか。 

 

○委員 

愛媛運輸支局です。いろいろご説明いただいて、市内にある路線バス、いわゆる路

線バスを維持しつつ、それでカバーできないところはデマンド交通を入れてカバーす

るという形で、両方は住み分けられており、現状としていいのではないかと思ってお

りますが、一つ、デマンド交通については、やはり、前日まで予約しないといけない

というような、制約が路線バスと違っています。決まった時間に来てくれる路線バス

とは違って、自分で予約するというひと手間がかかりますので、そこのところについ

ては、高齢者の方は予約が面倒だ、といったこともありますので、利用しやすいよう

な形で乗り方の勉強会、説明会とかを丁寧にやっていただけたらな、というのが一つ

です。あと、乗り継ぎの話で新居浜特急線の話もありましたけれども、瀬戸内運輸株

式会社様がダイヤ改正とされてますので、一部この事前にいただいた資料から変更に

なっている部分もあるかと思いますので、そこのところについては、接続のところを

一般の方にお示しする際には最新のダイヤで示していただけたらなというように思い

ます。以上です。 

 

○会長 

ありがとうございます。デマンドタクシーの周知などについては、きちんとさせて

いただくよう考えております。当然、接続というのは非常に大事な点なので、ダイヤ

改正に伴って臨機応変に対応していかなければならない、というように考えておりま

す。 

 

他、ご意見ございませんでしょうか。 

 

それでは、医師会の方からのご意見は、今後検討課題ということにはさせてもらい



ますが、今回の再編案につきましてご承認いただけますでしょうか。ご承認いただけ

る方は挙手をお願いします。 

 

（各委員挙手） 

 

ありがとうございます。出席委員の３分の２以上の賛成をいただきましたので本会

規約第７条第４項の規定に基づき本案は原案のとおり承認することとします。 

 

４ その他 

 

協議事項は以上となりますが、その他、協議事項のほかにご質問、ご意見等ござい

ませんでしょうか。 

 

 その他、無いようでしたら、以上で、予定をしておりました協議事項などは全て終

了いたしましたので進行をふたたび事務局へお戻しいたします。 

 

５ 閉会 

 

○事務局長 

本日ご承認いただきました。内容に基づきまして業務を進めてまいります。その中

で皆様の承認を得る必要が生じた場合、適宜協議会を開催させていただきますので、

よろしくお願いいたします。 

以上をもちまして本日の会議は終了いたします。 

皆様ありがとうございました。お気を付けてお帰りください。 

 

「了」 


